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ウ．都道府県及び市町村のバイオマス活用推進計画の策定の推進

平成21（2009）年９月12日にバイオマス活用推進基本法が施行され、同法に基づくバイ

オマス活用推進基本計画が22（2010）年12月17日に閣議決定されました。

基本法においては、都道府県は基本計画を勘案し、都道府県バイオマス活用推進計画を

策定するよう努めること、市町村は基本計画（都道府県バイオマス活用推進計画が策定さ

れている場合は、基本計画及び都道府県バイオマス活用推進計画）を勘案し市町村バイオ

マス活用推進計画の策定に努めることとされています。

北陸農政局としましては、23（2011）年２月10日に石川県、２月22日に新潟県において

県及び市町村がバイオマス活用推進計画を円滑に策定できるように説明会を開催しまし

た。

石川会場 新潟会場

（２）食品環境対策の推進

ア. 食品リサイクルの推進

食品関連事業者による食品廃棄物の再生利用等への取組を促進するため 「食品循環資、

源の再生利用等の促進に関する法律 （食品リサイクル法）に基づき、平成14（2002）年」

度から食品関連事業者への調査点検、指導等を実施しています。22（2010）年度には858

事業者について点検指導と取組内容の確認を行うとともに、食品廃棄物等多量発生事業者

（年間発生量100トン以上）からの国への定期報告の受理・確認と制度の普及・啓発を実

施しました(表Ⅱ－７)。

食品リサイクルの取組の推進に当たり、業種別に設定されている再生利用等の実施率目

標（平成24年までに、その業種全体での達成が見込まれる目標：食品製造業85％、食品卸

売業70％、食品小売業45％、外食産業40％）の達成が課題となっており、食品関連事業者

への更なる啓蒙・普及を行います。

イ. 容器包装リサイクルの推進

「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 （容器包装リサイクル」

法）に基づき、容器包装廃棄物の減量化や再資源化を促進するため、平成11（1999）年度

から農林水産関連事業者への調査点検・指導を実施しています。本年度は540事業者の点

検、指導を行い、同法の啓発指導を始めとし再商品化義務事業者の該当有無を確認し、必

要に応じ所要の改善指導等を実施しました（表Ⅱ－７ 。）
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また、これまで、幾度もの点検、指導を実施してきたところですが、本年度は、長年、

容器包装の再商品化義務を履行しない、又は改善の意思を示さない事業者に対して、容器

包装リサイクル法第19条に基づく指導を実施し、指導後においても再商品化義務を履行し

ない、又は改善の意思を示さない事業者については、同法第20条に基づき容器包装の再商

品化義務を履行するよう勧告を実施しました。

、 、容器包装リサイクルの推進に当たっては 事業者に対して啓発指導を実施していますが

中小規模の事業者を中心に容器包装リサイクル法の認知度が低い状況が見受けられます。

本年度も容器包装リサイクル制度研修会の開催地を増やし、あわせて消費者に対しても容

器包装リサイクル法のＰＲを行い、この法律の認知度を高めていく必要があります。

資料：北陸農政局調べ

注：1)件数には廃業・再点検数を含む（2011年３月末現在)。

2)累計はそれぞれ食品リサイクルは2002年度から、容器包装リサイクル1999年度からの

合計件数

ウ．食品工場等の省エネルギーを推進

地球温暖化対策の一層の推進のためには、大幅にエネルギー消費量が増加している業務

・家庭部門における省エネルギーを強化することが必要です。

そのため、北陸農政局において、関係する地方経済産業局と連携し、エネルギー使用の

合理化への取組を推進するため 「エネルギーの使用の合理化に関する法律 （省エネ法）、 」

に基づき、食品関連事業者に対し、定期報告書の内容や工場現地調査結果を踏まえた指導

等を行っています（表Ⅱ－８ 。）

平成22(2010)年度においては、省エネ法に基づき指定された特定事業者 及び特定荷主1)

から提出された定期報告書を評価し、改善に必要な事項について指導を行いました。

また、工場現地調査は、食料品製造業８工場の調査を行い、関係する経済産業局と連携

し、改善に必要な事項について指導を行いました。

省エネ法において、特定事業者は省エネルギーを推進するエネルギー管理統括者 等を5)

選任し、エネルギーの使用の合理化に努めなければなりません。今後は、定期報告書の評

価等を通じ、特定事業者の省エネルギー意識の向上に努めていく必要があります。

表Ⅱ－７ リサイクル調査点検指導事業

点検件数 累 計 点検件数 累 計
北 陸 883 10,471 378 12,609
新潟県 419 4,848 208 5,681
富山県 125 1,932 57 2,643
石川県 212 2,133 71 2,368
福井県 127 1,558 42 1,917

食品リサイクル 容器包装リサイクル
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資料：北陸農政局資料

（３）北陸地域での再生可能エネルギー利活用

平成22(2010)年3月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」においては 「農村、

における再生利用可能エネルギーの生産・利用の推進」が掲げられています。

農村にはバイオマスのほかにも、いまだ十分な活用が図られていない太陽光、水力、風

力等の再生可能エネルギーが豊富に存在しています。このため、農村における再生可能エ

ネルギーの生産・利用の拡大に向けた技術的・制度的な環境整備を推進することとしてい

ます。

事例１ 小水力発電について

北陸地域では、豊富な農業用水量や落差を活用した小水力発電に取り組んでおり、農業

水利施設の維持管理費の軽減や低炭素社会づくりに貢献しています。

これまでに北陸農政局管内で農業農村整備事業により小水力発電施設を９地区で整備し

ています。これらの出力合計は8,860kwで、年間4千5百万kwhの発電が行われています。こ

れは約10,700世帯の年間消費電力に相当し、年間約2.5万トンのCO の削減に貢献していま2

す。

安川発電所（富山県砺波市）の状況 七ヶ用水発電所（石川県川北町）の状況

表Ⅱ－８ 省エネ法に基づくエネルギー管理指定工場及び特定荷主の状況

注：1)特定事業者とは、工場等を設置している者のうち、設置しているすべての工場等における

原油換算エネルギー使用量が年間1,500kl以上である事業者。

2)第一種工場とは、原油換算エネルギー使用量年間3,000kl以上、第二種工場は、同1,500kl

以上3,000kl未満のエネルギー管理指定工場。

3)特定荷主とは、自らの事業活動に伴って貨物輸送を委託している量（自ら輸送している量

も含む ）が年間3,000トンキロ以上の事業者。。

4)表に示す特定事業者数及び工場数は、該当県の特定事業者が設置する工場数であり、食品

関連事業者以外も含む。

5)省エネ法においては、事業の実施を統括管理する者としてエネルギー管理統括者、エネルギー

管理統括者を補佐する者としてエネルギー管理企画推進者、現場監督としてエネルギー管理者の

選任を義務付けしている。

第一種工場
2)

第二種工場
2) 計

北陸 584 241 260 501 4

新潟県 213 90 75 165 3

富山県 150 72 76 148 1

石川県 127 44 65 109 -

福井県 94 35 44 79 -

エネルギー管理指定工場
特定荷主

3)特定事業者
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事例２ 風力発電について

これまでに北陸農政局管内では農業農村整備事業により風力発電施設を１地区で整備し

ています。風車の年間計画発電量は約50万kwhで、これは一般家庭の約140軒分が一年間に

消費する電力量と同じです。

農村総合整備事業（地域資源利活用施設整備）磯部地区

徳合風力発電所（新潟県糸魚川市）の状況
とくあい

表Ⅱ－９ 北陸管内の小水力発電

実施地区一覧表
最大
出力

kw

新発田市
うちのくら

内の倉発電所
H2.4 2,900

六日町
ごじょう

五城発電所
H14.2 1,100

胎内市
かのまた

鹿ノ俣発電所
H15.4 960

砺波市
やすかわ

安川発電所
S63.2 640

黒部市
あいもとしん

愛本新発電所
H元.12 530

南砺市
うすなか

臼中発電所
H10.12 910

砺波市
しめの

示野発電所
H12.3 550

能美市
かみごう

上郷発電所
H7.3 640

川北町
しちかようすい

七ヶ用水発電所
H16.4 630

9地区 8,860

石川

発電所名
運転開始
年 月

県 名 市町村名

新潟

富山
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図Ⅱ－３ 北陸管内の小水力発電施設９地区
※でのＣＯ 削減実績（推計）2


